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	注意事項

1　鳥獣捕獲等許可証は、鳥獣の捕獲等の際には必ず携帯しなければならず、かつ、他人に使用させてはならない。
2　鳥獣捕獲等許可証は、国もしくは地方公共団体の権限ある職員、警察官または鳥獣保護員その他関係者がその呈示を求めたときは、拒んではならない。
3　鳥獣捕獲等許可証は、その効力を失った日から30日以内に、必要事項を記載の上返納しなければならない。
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